
Ⅱ 事業部門
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１．受給資格期間短縮について
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○ 昨年（平成29年）８月１日より、年金の受給資格期間（注）が25年から10年に短縮された。

（注）年金の受給資格期間

（25年→10年）

○ 昨年10月から12月までに年金の支払いがされた方（受給資格期間10年以上25年未満）は約46.9万人。
（10月：約37.8万人、11月：約5.7万人、12月：約3.4万人）

※参考 基礎年金＋厚生年金の平均額（月額）28,012円、最高額（月額）137,374円

○ 保険料納付済等期間が10年以上25年未満の方約67.6万人に対し、昨年２月下旬から７月上旬にかけて
年金の裁定請求書を送付した。

請求書送付対象の方約67.6万人のうちの障害・遺族年金を受給していない方約59.8万人について
みると、昨年11月末まで請求手続を終えた方の数は、約46.0万人。（約59.8万人に対し、約76.9％）

請求書未提出の方については、今後、再度お知らせを送付する予定。

○ また、年金の納付済等期間が10年未満の方について、年金加入期間や合算対象期間の確認を促す
「年金加入期間確認のお知らせ」を昨年12月から本年６月にかけて送付。

○ これまでも、生活保護受給者の方や介護施設等に入所している方等で、年金の受給資格期間の短縮
により老齢基礎年金の受給権が発生した方の年金の請求への支援について、自治体にご協力をいただ
いているところであるが、今後ともご協力をお願いしたい。

○ なお、年金を受けられるようになったときから５年を過ぎると、法律に基づき、５年を過ぎた分
については時効により受け取れなくなるので、ご留意願いたい。（５年分は受け取ることができる。）

年金受給資格期間短縮 施行後の動き

保険料納付済等期間

合算対象期間
（年金額には反映されないが受給資格期間に算入できる期間）

保険料納付済期間

保険料免除期間
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請求書送付対象の方
約67.6万人
※保険料納付済等期間が10年

以上25年未満の方
※昨年２月下旬から７月上旬に

かけて送付済

請求書送付対象外の方
約47.7万人
※保険料納付済等期間が10年未満

の方
※昨年12月から本年６月にかけて

お知らせを送付

約59.8万人
※障害・遺族年金を受給して

いない方

約7.8万人
※障害・遺族年金を受給して

いる方

約40.7万人
※受給資格期間が10年以上

25年未満の方

約5.3万人
※手続きの結果、カラ期間を

足して受給資格期間が25
年以上となった方

約3.1万人

約8.3万人
※窓口にてカラ期間が確認され、

受給資格期間が10年以上と
なった方

【対象者数の内訳】

年金の受給資格期間の短縮に伴う年金の裁定請求手続の状況

請求書送付対象
の方約67.6万人の
うちの障害・遺族
年金を受給してい
ない方約59.8万人
についてみると、
昨年11月末まで
請求手続を終えた
方の数は、約46.0
万人。
（約59.8万人に対
し、約76.9％）

昨年11月末ま
でに請求手続を
終えた方のうち、
受給資格期間が
10年以上25年未
満の方の数は、
約52.1万人。

なお、このう
ち、昨年10月か
ら12月までに年
金の支払いがさ
れた方の数は、
約46.9万人。
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お知らせ対象者 発送日

1 T15.4.2～S17.4.1生（91歳～75歳） H29.12.18（送付済）

2 S17.4.2～S23.4.1生（75歳～69歳） H30.1.22（予定）

3 S23.4.2～S26.7.1生（69歳～66歳） H30.2.19（予定）

4 S26.7.2～S28.10.1生（66歳～64歳） H30.3.19（予定）

5 S28.10.2～S30.10.1生（64歳～62歳） H30.4.23（予定）

6 S30.10.2～S32.8.1生（62歳～60歳） H30.5.21（予定）

7 ～S32.8.1生（共済期間あり者）（60歳～）
～T15.4.1生（旧法対象者）（91歳～）

H30.6.18（予定）

年金の納付済等期間が10年未満の方（約47.7万人）への対応

○ 年金の納付済等期間（保険料納付済期間、保険料免除期間）に、合算対象期間（年金額には反映さ
れないが受給資格期間としてみなすことができる期間）を加えた期間が10年以上あれば、老齢基礎年
金の受給要件を満たすため、年金の納付済等期間が10年未満の方について、年金加入期間や合算対象
期間の確認を促す「年金加入期間確認のお知らせ」を以下のスケジュールで送付。

○ 厚生年金保険、船員保険、国民年金の加入期間（任意加入未納期間（※１、受給資格期間に算入でき
る ）及び特定期間（※２、受給資格期間に算入できる ）の月数を含む）に加え、年金加入期間に含まれて
いない漏れている可能性のある記録（未統合記録）がある場合はその旨（定型文言）を表示。

※１ 昭和36年４月１日から昭和61年３月31日までの期間で、国民年金に任意加入したが保険料が未納となっている期間。
※２ 本来第１号被保険者である期間が第３号被保険者として管理されており、第１号被保険者として訂正した上で

届出いただいた期間。
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35

（表）

（裏）

年金の納付済等期間が10年未満の方に送付する年金加入期間の確認のお知らせハガキ（見本）

年金加入期間に含まれていない、漏れてい
る可能性のある記録（未統合記録）がある
場合はその旨（定型文言）を表示
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２．公的年金分野でのマイナンバー利用等について
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○ マイナンバー制度における情報連携とは
「マイナンバー法」に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関等の間で個
人情報のやり取りを行うこと。

○ 「情報連携」により、各種手続に必要な添付書類が省略可能
「情報連携」の本格運用が開始された平成29年11月13日以降は、国民の皆さまが各種の手続を行
う際、申請書類へマイナンバーを記入いただくことで、これまで必要だった添付書類（住民票の写
し、課税証明書等）の省略が可能となります。（下図参照）

マイナンバー制度における情報連携について

情報連携開始前 情報連携開始後情報連携開始後

申請書 添付書類
（課税証明書）＋

申
請

所得情報を証明する添
付書類を省略可能

情報提供ネットワークシステムを
利用した情報の取得

所得情報を情報連携する場合のイメージ

市町村Ａ
(介護保険の窓口)

市町村Ｂ
（転入前市町村）

本人

申請書

申
請

本人

マイナンバー

【情報連携のイメージ 例：介護保険料の減免の申請】

市町村Ａ
(介護保険の窓口)

市町村Ｂ
（転入前市町村）
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平成30年 平成31年

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

①平成30年７月施行版

②平成31年７月施行版 ▲ベータ版公開
・意見募集開始

データ標準レイアウト関係のスケジュール（案）

① データ標準レイアウト（平成30年７月施行版）

メジャー改版分の副本登録 ：平成30年５月～

改版の施行 ：平成30年７月

② データ標準レイアウト（平成31年７月施行版）

ベータ版公開・意見募集開始 ：平成30年４月～

正式版公開 ：平成30年７月

▲公開

データ標準レイアウト関係のスケジュール（案）

▲改版の施行▲
メジャー改版分
の副本登録

スケジュールの詳細については、関係各府省と調整中。

38



○ 日本年金機構との情報連携開始については、平成30年３月以降順次実施を目標に準備を進めている。

実施については一定の試行運用期間が設けられる予定。

○ 情報連携の対象となる主な手続については、以下のとおり。

（１） 地方公共団体等から日本年金機構への情報照会

① 原則、行政機関等間で書類を授受している手続（行政機関間手続）

各種公用照会手続において、地方公共団体等から日本年金機構への照会文書の送付や日本年金機
構から地方公共団体等への回答文書の送付が不要となる。

（例）精神障害者保健福祉手帳の交付に当たり、地方公共団体から日本年金機構に障害年金の障害等級等を確認する

ための文書送付が不要となる。

② 原則、申請者へ書類の提出を求めている手続（対住民手続）

住民から地方公共団体等への各種手当等の申請時において、これまで必要とされていた年金額等を示

す書類（年金証書、年金決定通知書等）を添付することが不要となる。

（例）住民が地方公共団体の窓口で児童手当の現況届を提出するに当たり、年金加入証明書の添付が不要となる。

（２） 日本年金機構から地方公共団体等への情報照会
日本年金機構への年金関係の届出において、これまで必要とされていた住民票の写しや課税証明書等
を添付することが不要となる。
（例）年金の裁定請求に当たり、住民票の写しや課税証明書の添付が不要となる。

国民年金保険料免除申請に当たり、課税証明書の添付が不要となる。

日本年金機構との情報連携について
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マイナンバー制度導入後のロードマップ（案）

2016年
(H28年)

2015年
(H27年)

マイナンバー

マイナ
ポータル

マイナンバーの利用開始
・社会保障分野（失業給付申請、日本年金機構への相談・照会）
・税分野（28年分所得の申告書、法定調書等への記載）
・災害対策分野（被災者台帳の作成）

2017年
(H29年)

マイナンバー
カード

(10月)

2018年
(H30年)

2019年
(H31年)

2020年
(H32年)

【★2019年通常国会（目途）に向けて検討】
戸籍事務、旅券事務、在外邦人の情報管理業務、証券分野等において公共性の高い業務
への拡大について検討し法制上の措置

番
号
の
通
知

【2016年１月から】
マイナンバーカードの交付

【 2016年から順次】

公的個人認証・ICチップの民間開放、地方公共団体による独自利用

【 2017年度中】
医療保険のオンライン資格確認システム整備

【2018年度から段階的運用開始】
健康保険証としての利用

▼【2016年４月から】国家公務員身分証一元化。地方公共団体・独法・国立大学法人・民間企業の社員証としての利用の検討も促す

▼【2017年以降】民間サービスにおける利用を推進

▼【2016年１月以降順次】各種免許等における公的資格確認機能を持たせることを検討、旧氏併記等の券面記載事項の充実
交
付
申
請
受
付
開
始

マイナポータルの構築

【 2017年から順次、運用開始】

★：マイナンバー法の
改正が必要なもの

【2016年１月から順次】 ▼【2017年11月13日から】情報連携の本格運用を順次開始

▼【2018年１月から】預貯金口座への付番

▼【2017年10月から】マイナポータルの機能改善等
・PCログインアプリの利用開始
・スマートフォンでの電子署名の利用開始
・相続、介護、引越等のライフイベントに関わる手続のワンストップ化を検討

▼【2017年7月から】マイナポータルの一部サービスを開始
・情報提供等記録、自己情報、お知らせの閲覧開始
・子育てワンストップサービスを順次実施

▼【2017年1月から】マイナポータルのアカウント開設開始

▼【2017年７月から】情報連携の試行運用開始

▼【2017年９月から】マイキープラットホーム等運用開始
・地方公共団体発行の各種カードの一元化（図書館カード等）
・自治体ポイントの管理（行政ポイント発行、民間ポイントを自治体ポイントに合算・変換）
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３．年金生活者支援給付金について
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年金生活者支援給付金の概要

【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
② 前年の年金額とその他の所得（給与所得や利子所得など）との合計額が、老齢基礎年金満額（約78万円※１ ）

以下であること
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

【保険料納付済期間に基づく給付額】

給付額（月額） ＝ 5,000円※２ × 保険料納付済期間（月数）/ 480月

（例）

【対象者数】約500万人

（補足）上記の支給要件②を満たさない者であっても、前年の年金額とその
他の所得との合計額が約88万円※１までの者に対しては、約78万円ま
での者と所得総額が逆転しないよう、一定の補足的な給付※１が支給
される。（補足的老齢年金生活者支援給付金）（対象者数：約100万人）

※１ 具体的な額は政令で定める予定
※２ 毎年物価スライドにより改定

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている者（前年の所得
額が老齢基礎年金満額以下の者など）に対し、年金に上乗せして支給するものである。
【年最大６万円（月最大5,000円）・対象者数 約800万人】

高齢者への給付金（老齢年金生活者支援給付金）

保険料納付済期間 480月（40
年）

240月（20年） 120月（10
年）

給付金額（月額） 5,000円 2,500円 1,250円

（老齢基礎年金満額）

月額5,000円
(年額６万円)
を支給

78万円 88万円

78万円

84万円

＜年金だけで生活している者の例＞

補足的な給付の支給範囲

88万円

給付金上乗せ後の額 (年額)

年金額42



【保険料免除期間に基づく給付額】
保険料免除期間を有する者については、保険料納付済期間に基づく給付額に加えて、保険料免除期間に基づく給付額を
合算した額が支給される。

給付額（月額） ＝ 約10,800円※ × 保険料免除期間 （月数）/ 480月
※ 老齢基礎年金満額の1/6。保険料1/4免除期間は、約5,400円（老齢基礎年金満額の1/12）。

（例）

【支給要件】 ① 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
② 前年の所得※１が、462万1,000円以下※２であること

※１ 障害年金と遺族年金は非課税であるため、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※２ 具体的な額は、扶養親族等の数に応じて、20歳前障害基礎年金の支給停止に係る所得基準額を参考に政令で定める予定

【給付額】 障害等級２級の者及び遺族である者 ･･･5,000円※３（月額）
障害等級１級の者 ･･･6,250円※３（月額）

※３ 毎年物価スライドにより改定

【対象者数】 約190万人

障害者や遺族への給付金（障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金）

保険料納付済期間 保険料全額免除期間 老齢基礎年金額（月額） 給付金額（月額） 老齢基礎年金額＋給付金額（月額）

480月 ０月 65,000円 5,000円 70,000円

360月 120月 56,875円 6,450円 63,325円

240月 240月 48,750円 7,900円 56,650円

その他

・施行日･･･平成31年10月１日（消費税率の10％への引上げの日）

※10月施行のため、初回支払いは、10月・11月分を12月に支給することとなる。

・手続 ･･･本人の認定請求により受給権発生。日本年金機構が支払事務を実施。年金と同様に２か月毎に支給。

・費用 ･･･全額国庫負担 ※ 所要額は約5,600億円（一体改革関連法案審議時の試算）

・その他･･･各給付金は非課税。 43



参照条文（抜粋）

○年金生活者支援給付金の支給に関する法律（平成二十四年法律第百二号） 抄
附 則

（施行期日）
第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費
税法の一部を改正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）附則第一条第二号に掲げ
る規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行
する。
一 ・二 （略）

○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正す
る等の法律 抄 （平成二十四年法律第六十八号） 抄
附 則

（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当
該各号に定める日から施行する。
一 （略）
二 第三条の規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定 平成三十一年十月一日
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年金生活者支援給付金に係る市町村との所得等情報の連携（毎年４月～７月に実施）

支援給付金支給候補者の情報
を回付。

【候補者の抽出】
・老齢基礎年金受給者のう
ち、

給付金の候補者
・障害・遺族基礎年金受給者

の給付金の候補者

受給権者
ＤＢ

日 本 年 金 機 構 本 部 経 由 機 関
市 町 村

前年の所得額の決定

前年の所得額の収録

国保
中央会

国
保
連
合
会
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

公的年金等収入・
その他合計所得金額

世帯非課税情報

国保
中央会

国
保
連
合
会
か
ら
の

情
報
を
一
本
化

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
に
振
分

国保
連合会

市
町
村
か
ら
の

情
報
を
一
本
化

【対象者判定】

<老齢年金給付金>
・世帯非課税であり、公的年金

等収入＋その他所得金額が
７８万円以下

＜補足的老齢年金給付金＞
・世帯非課税であり公的年金等

収入＋その他所得金額が８８
万円以下

<障害・遺族年金給付金>
・20歳前障害基礎年金と同様の

所得基準

支援
給付金
ＤＢ

<給付金支給候補者の所得等情報>
※ 年金給付だけで所得基準額を超えている
者は回付しない等、給付金の候補者は可能な
限り絞る。 市町村コード

氏名、生年月日等

※ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律において、市区町村が所得情報等を提供するために必要な法整備は措置されている。

所得情報

扶養親族等の数

①約1800万人の候
補者情報を抽出

②約1800万人の本人
及び世帯情報等を
収録

③約1800万人分の情報が返送
されてくる

④約800万人の
対象者を絞込
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４．国民年金等事務取扱交付金について
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（３） 予算措置について
国民年金等事務取扱交付金については、平成25年度、市町村の実態に即した費用等を把握することを

目的として、総務省、財務省及び厚生労働省の三省合同で実態調査を実施し、その調査結果を26年度
予算から反映し、積算している。

（４） 平成30年度予算案について
・法定受託事務については、人事院勧告を加味している。
・協力連携事務については、事業実績を考慮するとともに、市町村から機構に送付する届書報告書の
電子媒体化や様式の統一化を実施するためのシステム改修経費に必要な経費を計上している。（平成
29年度から順次実施。）

国民年金等事務取扱交付金について
１．国民年金等事務取扱交付金について（参考１、２）
（１） 法定受託事務に係る交付金（参考３）

基礎年金、老齢福祉年金及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に係る事務の一部は、法定
受託事務として市町村が行っている。この法定受託事務に要する費用は、国が交付している。

（２） 協力連携事務に係る交付金（参考４）
法定受託事務に付随する事務や相談等については、国と市町村との協力・連携のもとで行っている。こ

の協力連携事務に要する費用も、国が交付している。

     （単位：億円） 

区   分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度（案） 

法定受託事務 ２４３ ２３１ ２２０ ２１５ 

協力連携事務 ７４ ６２ ７８ ７０ 

合   計 ３１７ ２９３ ２９８ ２８５ 
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国民年金事務に関する年金事務所等と市町村との関わり（参考１）

厚生労働省（年金局・地方厚生（支）局）

年金事務所等（日本年金機構） 市町村

協力・連携事務

被保険者等

協力・連携

法定受託事務

制度
周知
など

年金
相談
など

届出の
受理・
審査
など

受理した届出の報告等

法律に基づき
事務を委任等

法律に基づき
事務を委任等

年金

相談・
裁定
請求
など

納付書
の送付
など
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（１）市町村の法定受託事務に対する交付

○ 基礎年金及び福祉年金、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に係る事務
の一部は、法定受託事務として市町村が行っている。

○ 法定受託事務に必要な費用は、国が交付することとされている。

基礎年金等事務取扱費

福祉年金事務取扱費

特別障害給付金事務取扱費

（２）国民年金事務に係る市町村の協力・連携に対する交付

○ 法定受託事務に付随する事務や相談等について、地方分権一括法による国民年
金事務の見直しに伴い、国と市町村の協力・連携のもとに実施している。

○ 協力・連携に必要な経費については、国が交付している。

政令において、事務に要する被保険者（受給権者）１人当たりの費用を基準単価として定め、被保険者（受給権者）数を基に交付金
総額の算定の考え方を規定。
基礎年金等事務費交付金及び福祉年金事務費交付金については、政令において各々人件費に対応する部分及び物件費に対応

する部分に分かち、これらの部分の市町村毎の算定方法を省令において規定。

協力・連携に要する交付金

◇ 国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）（抄）
（事務費の交付）

第八十六条 政府は、政令の定めるところにより、市町村（特別区を含む。以下同じ。）に対し、市町村長がこの法律又
はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用を交付する。

（参考２）国民年金等事務取扱交付金（概要）
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（参考３） 法定受託事務の主な内容

事務の内容 根拠条文

１．被保険者（第２・３号被保険者を除く。）の資格の取得・喪失，種別の変更，氏名・住所の変更等に関
する届出を受理し，その届出に係る事実を審査（※1）するとともに，厚生労働大臣（※2）に報告すること。

【国法１２①・１０５，国
令１の２】

２．任意加入（高齢任意加入を含む。以下同じ。）及び資格喪失の申出を受理し，申出に係る事実を審
査（※1）するとともに，厚生労働大臣（※2）に報告すること。

【国法附則５，改正法
附則（平６）１１①⑤・
（平１６）２３，国令１の
２】

３．年金手帳の再交付申請書を受理し，厚生労働大臣（※2）に報告すること。 【国令1の２】

４．保険料の全額，３／４，１／２，１／４の免除，学生納付特例，若年者納付猶予の申請を受理し，申請
に係る事実を審査（※1）するとともに，厚生労働大臣（※2）に報告すること。

【国法９０・９０の２・９０
の３・改正法附則（平１
６）１９，国令1の２】

５．付加保険料納付・辞退の申出または該当・非該当の届出を受理し，申出に係る事実を審査（※1）する
とともに，厚生労働大臣（※2）に報告すること。

【国法８７の２，国令1
の２】

６．受給権者からの第１号被保険者期間（任意加入期間を含む）のみの老齢基礎年金等の裁定その他
給付に係る申請等を受理し，申請等に係る事実を審査（※1）するとともに，厚生労働大臣（※2）に報告す
ること。

【国法１６，国令1の２】

７．第１号被保険者（任意加入及び高齢任意加入含む）及び老齢基礎年金を除く基礎年金等の受給権
者の死亡に関する届出書を受理し，届出に係る事実を審査（※1）すること。

【国法１０５，国令１の
２】

※１ 市町村が行う事実の審査とは，市町村の保有する公簿（戸籍，住民票，市町村民税課税台帳等）により，住所・氏名・生年月日及び所得
の状況等を確認することをいう。

※２ 国民年金法の規定に基づき、厚生労働大臣から日本年金機構に事務が委任されている。 50



（参考４） 市町村との協力・連携事務の主な内容

市町村との協力・連携について
地方分権一括法による国民年金事務の見直しの際に法定受託事務と整理されなかった資格取得時等における保険
料納付案内，口座振替，前納の促進事務や相談等について，被保険者に対するサービス低下を来たさぬよう，国
と市町村との協力・連携のもとに実施している。
この協力・連携に必要な費用についても，必要な財政措置を行っている。

※ （ ）内は、１，７４１市町村（特別区を含む）のうち、当該事項について協力のあった市町村数

協力・連携の状況（平成２８年度）
１ 資格取得時等における保険料納付案内､口座振替､前納の促進

(1) 納付督励（資格取得届、氏名変更届、住所変更届） （１，７３４市町村）

(2) 口座振替申出受理・クレジットカード納付申出受理、前納申出受理 （１，５４８市町村）

２ 保険料納付督励広報記事等の広報誌への掲載 （１，６０８市町村）

３ 市町村において行われる相談業務 （１，７２４市町村）

４ 各種情報提供

(1) 所得情報の提供（紙） （２２８市町村）

(2) 所得情報の提供（磁気媒体） （１，６４６市町村）

(3) ２０歳、３４歳、４４歳到達者の情報提供（外国人） （１，０４６市町村）

(4) 電話番号の情報提供 （１，３２７市町村）

(5) その他の情報提供 （１，３４１市町村）

(6) 法定受託事務以外の申請書等回付 （１，２５９市町村）

(7) 情報提供に必要なシステム開発 （４市町村）

５ 障害者手帳交付者への障害年金周知 （８６４市町村）

６ その他地域の実情を踏まえた協力

(1) 申請免除該当者への案内状送付 （９４市町村）

(2) 窓口装置を利用したきめ細やかな年金相談 （９９市町村）

(3) ねんきんネットの情報の提供 （１６６市町村）
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５．国民年金保険料の収納対策等について
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（注） 保険料は過去２年分の納付が可能であり、最終納付率とは、過年度に納付されたものを加えた納付率である。

国民年金保険料の収納対策等について

○国民年金保険料の納付率については、この数年上昇。
○平成29年度においては、現年度納付率について、少なくとも前年度実績から１．０ポイント以上の伸び

幅を確保することを目標としている。
○平成30年度においても引き続き納付率の向上に取り組むこととし、公平性などの観点から、強制徴収の

前提となる督促範囲の拡大を実施することとしている。
※平成30年度は、控除後所得300万円以上かつ未納月数７月以上の未納者を対象に実施。

○各市町村におかれても、口座振替等の申出受理や申請免除該当者への案内状送付など、納付率の向上に
向けた取組へのご協力をいただきたい。
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○納付督励等の取組を強化した結果、未納者数は大幅に減少している。（約４４％減）

○全額免除者数は、ほぼ横ばいとなっている。また、第１号被保険者数と第２号被保険者数の合計は、ほぼ横ばいとなって

おり、第１号被保険者数と第２号被保険者数の合計に占める全額免除者数の割合も、ほぼ横ばいとなっている。

○第１号被保険者に占める全額免除者の割合は増加しているが、これは、雇用の拡大、厚生年金の未加入対策・短時間労働

者への適用拡大等により、第１号被保険者から第２号被保険者にシフトしていることが主な原因。

国民年金被保険者に係る平成２３年度※と 平成２８年度の比較

１）各年度末現在。
２）第１号被保険者には、任意加入被保険者を含んでいない。
３）未納者とは、２４か月の保険料が未納となっている者。
４）全額免除者とは、法定免除、申請全額免除、学生納付特例、納付猶予となっている者。
５）納付者数は、第１号被保険者数から未納者数、全額免除者数を単純に差し引いて算出したもの。
６）第２号被保険者には、公務員等（共済組合）を含んでいない。

※平成２３年度は、国民年金保険料の現年度納付率が過去最低であった。

平成２３年度 平成２８年度 H23年度→H28年度

１，８７２万人 １，５５４万人 △３１８万人（△１７．０％）

未　納　者 ３２０万人 １７９万人 △１４１万人（△４４．１％）

全額免除者 ５６８万人 ５８３万人 ＋１５万人　（＋２．６％）

（第1号に占める割合） （３０．３％） （３７．５％）

（第1号＋第2号に占める割合） （１０．７％） （１０．８％）

納　付　者 ９８４万人 ７９２万人 △１９２万人（△１９．５％）

３，４５１万人 ３，８２２万人 ＋３７１万人（＋１０．８％）

５，３２３万人 ５，３７６万人 ＋５３万人　（＋１．０％）合　　　　　計

第１号被保険者

第２号被保険者
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年金局 施策照会先一覧 （厚生労働省代表電話 ０３－５２５３－１１１１）

施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

Ⅰ 制度部門（P2～P29） 総務課 企画係 林 3316

Ⅱ 事業部門（P30～P54）

１．受給資格期間短縮について
（P31～P35）

事業管理課
給付事業室

年金給付係 浅岡 3655

２．公的年金分野でのマイナンバー利用等について
（P36～P40）

事業企画課 企画係 原田 3579

３．年金生活者支援給付金について
（P41～P45）

事業管理課 企画係 城戸 3667

４．国民年金等事務取扱交付金について
（P46～P51）

事業管理課 国年交付金係 浅見 3661

５．国民年金保険料の収納対策等について
（P52～P54）

事業管理課 国年収納係 浅見 3661
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